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(57)【要約】
【課題】制動制御で発生し得る減速抜けを抑制する。
【解決手段】運転支援装置（２００）は、自車両（１０
）と障害物との衝突可能性を判定する判定手段（２１０
）と、自車両と障害物との衝突を回避するための制動力
を付与する制動制御、及び制動制御が実行されることを
認識させるための制動力を付与する予備制動制御を実行
する制動制御手段（２２０）とを備える。制動制御手段
は、ブレーキ操作があった場合に、予備制動制御で付与
される制動力を増加させる制動力増加手段（２２３）と
、予備制動制御の終了時点で付与される制動力が、制動
制御の開始時点で付与される制動力よりも大きくなった
場合に、予備制動制御から制動制御に遷移する際に付与
される制動力の変化量が小さくなるように調整する、又
は制動制御の開始時点で付与される制動力以上になるよ
うに調整する制動力調整手段（２２４）とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両と障害物との衝突可能性を判定する判定手段と、
　前記衝突可能性に基づいて、（ｉ）前記自車両と前記障害物との衝突を回避するための
制動力を前記自車両に付与する制動制御、及び（ｉｉ）前記制動制御が実行されることを
、前記自車両の運転者及び前記自車両周辺の他車両の運転者の少なくとも一方に認識させ
るための制動力を、前記制動制御に先立って前記自車両に付与する予備制動制御を実行す
る制動制御手段と
　を備える運転支援装置であって、
　前記制動制御手段は、
　前記予備制動制御の実行中に、前記自車両の運転者によるブレーキ操作があった場合に
、前記予備制動制御で付与される制動力を、前記ブレーキ操作に応じて増加させる制動力
増加手段と、
　前記制動力増加手段によって前記予備制動制御で付与される制動力が増加された結果、
前記予備制動制御の終了時点で付与される制動力が、前記制動制御の開始時点で付与され
る制動力よりも大きくなった場合に、（ｉ）前記予備制動制御から前記制動制御に遷移す
る際に付与される制動力を、単位時間あたりの変化量が所定値よりも小さくなるようにし
つつ、前記制動制御の開始時点で付与される制動力に近づけるべく調整する、又は（ｉｉ
）前記制動制御の開始時点で付与される制動力を、前記予備制動制御の終了時点で付与さ
れる制動力以上になるように調整する制動力調整手段と
　を備えることを特徴とする運転支援装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の制動制御を実行可能な運転支援装置の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両と障害物（例えば、他車両や歩行者等）との衝突を回避するために、車両の制動制
御（即ち、自動的なブレーキ制御）を実行する装置が知られている。このような装置では
、制動制御が実行されることを車両の運転者等に認識させるために、制動制御に先立って
制動力を付与する予備制動制御が実行される場合がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　予備制動制御に関しては、車速が高いほど予備制動制御で付与される制動力を大きくす
るという技術が提案されている（例えば、特許文献２参照）。また、予備制動制御中に運
転者によるブレーキ操作が行われた場合に、ブレーキ操作に応じた減速度を加算した制動
力を付与するという技術が提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５４－０４０４３２号公報
【特許文献２】特開平０７－０６９１８８号公報
【特許文献３】特開２０１７－０２４４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した特許文献３に記載されているように、ブレーキ操作に応じた減速度を加算する
場合、予備制動制御で付与される制動力が、その後の制動制御で付与される制動力よりも
大きくなってしまう可能性がある。この場合、予備制動制御から制動制御に切り替わる際
に、減速抜けが発生してしまうおそれがある。つまり、予備制動制御で付与される制動力
を大きくしてしまったが故に、その後の制動制御への切り替え時に制動力が大幅に減少し
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、車両の運転者に違和感を与えてしまうという技術的問題点が生ずる。
【０００６】
　本発明は、例えば上記問題点に鑑みてなされたものであり、予備制動制御から制動制御
への切り替え時に発生し得る減速抜けを抑制することが可能な運転支援装置を提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る運転支援装置の一態様では、自車両と障害物との衝突可能性を判定する判
定手段と、前記衝突可能性に基づいて、（ｉ）前記自車両と前記障害物との衝突を回避す
るための制動力を前記自車両に付与する制動制御、及び（ｉｉ）前記制動制御が実行され
ることを、前記自車両の運転者及び前記自車両周辺の他車両の運転者の少なくとも一方に
認識させるための制動力を、前記制動制御に先立って前記自車両に付与する予備制動制御
を実行する制動制御手段とを備える運転支援装置であって、前記制動制御手段は、前記予
備制動制御の実行中に、前記自車両の運転者によるブレーキ操作があった場合に、前記予
備制動制御で付与される制動力を、前記ブレーキ操作に応じて増加させる制動力増加手段
と、前記制動力増加手段によって前記予備制動制御で付与される制動力が増加された結果
、前記予備制動制御の終了時点で付与される制動力が、前記制動制御の開始時点で付与さ
れる制動力よりも大きくなった場合に、（ｉ）前記予備制動制御から前記制動制御に遷移
する際に付与される制動力を、単位時間あたりの変化量が所定値よりも小さくなるように
しつつ、前記制動制御の開始時点で付与される制動力に近づけるべく調整する、又は（ｉ
ｉ）前記制動制御の開始時点で付与される制動力を、前記予備制動制御の終了時点で付与
される制動力以上になるように調整する制動力調整手段とを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る車両の構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る運転支援装置による予備制動及び本制動で要求される減速度
を示すグラフである。
【図３】予備制動から本制動に切り替わる際に発生し得る減速抜けを示すグラフである。
【図４】第１実施形態に係る運転支援装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【図５】第１実施形態に係る運転支援装置による制動力調整動作を示すグラフである。
【図６】第２実施形態に係る運転支援装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【図７】第２実施形態に係る運転支援装置による制動力調整動作を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して運転支援装置の実施形態について説明する。
【００１０】
　＜第１実施形態＞
　まず、第１実施形態に係る運転支援装置について、図１から図５を参照して説明する。
　＜装置構成＞
　第１実施形態に係る運転支援装置が搭載される車両の全体構成について、図１を参照し
て説明する。図１は、第１実施形態に係る車両の構成を示すブロック図である。
【００１１】
　図１に示すように、第１実施形態に係る車両１０は、車内センサ１１０、車外センサ１
２０、ブレーキペダルセンサ１３０、運転支援装置２００、ブレーキ制御部３００を備え
て構成されている。
【００１２】
　車内センサ１１０は、例えば車速センサ、加速度センサ、ヨーレートセンサ等を含んで
構成されており、車両１０における各種パラメータを検出する。車外センサ１２０は、例
えばカメラ、レーダー、ライダー等を含んで構成されており、車両１０の周辺環境の情報
（例えば、車両１０の周辺に存在する障害物に関する情報等）を検出可能に構成されてい
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る。ブレーキペダルセンサ１３０は、運転者によるブレーキペダルの操作を検出可能に構
成されている。車内センサ１１０、車外センサ１２０、ブレーキペダルセンサ１３０の各
々の検出結果は、運転支援装置２００に出力される構成となっている。
【００１３】
　運転支援装置２００は、車両１０の各部の動作を制御可能なコントローラユニット（例
えば、ＥＣＵ：Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）であり、本実施形態では
特に、車両１０と障害物との衝突を回避するための制御（具体的には、自動的なブレーキ
制御）を実行可能に構成されている。運転支援装置２００は、その機能を実現するための
処理ブロック又は物理的な処理回路として、衝突可能性判定部２１０及び制動制御部２２
０を備えている。
【００１４】
　衝突可能性判定部２１０は、車内センサ１１０及び車外センサ１２０の検出結果に基づ
いて、車両１０と、車両１０の周辺に存在する障害物（例えば、他車両や歩行者等）との
衝突可能性を判定することが可能に構成されている。なお、衝突可能性の具体的な判定方
法については、既存の技術を適宜採用することができるため、ここでの詳細な説明は省略
する。衝突可能性判定部２１０の判定結果は、制動制御部２１０に出力される構成となっ
ている。衝突可能性判定部２１０は、後述する付記における「判定手段」の一具体例であ
る。
【００１５】
　制動制御部２２０は、衝突可能性判定部２１０の判定結果に基づいて、車両１０の衝突
を回避するための制御を実行することが可能に構成されている。制動制御部２２０は、そ
の機能を実現するための処理ブロック又は物理的な処理回路として、本制動実行部２２１
、予備制動実行部２２２、制動力増加部２２３、及び制動力調整部２２４を備えている。
【００１６】
　本制動実行部２２１は、車両１０と障害物との衝突を回避するために、車両１０を減速
させる制動力を付与する制御（以下、適宜「本制動」と称する）を実行する。一方、予備
制動実行部２２２は、本制動が実行されることを車両１０の運転者又は車両１０の周辺に
存在する他車両の運転者に認識させるために、車両１０に制動力を付与する制御（以下、
適宜「予備制動」と称する）を実行する。なお、本制動及び予備制動は、後述する付記に
おける「制動制御」及び「予備制動制御」の一具体例である。
【００１７】
　ここで、上述した本制動及び予備制動について、図２を参照して具体的に説明する。図
２は、第１実施形態に係る運転支援装置による予備制動及び本制動で要求される減速度を
示すグラフである。
【００１８】
　図２に示すように、予備制動が実行される予備制動期間においては、予備制動要求（即
ち、予備制動で要求される減速度）に応じて制動力が付与されることになる。一方、本制
動が実行される本制動期間においては、本制動要求（即ち、本制動で要求される減速度）
に応じて制動力が付与されることになる。図を見ても分かるように、予備制動において要
求される予備制動要求は、本制動において要求される本制動要求よりも小さい。予備制動
では、後に本制動制御が実行されることを知らせることができればよいため、衝突を回避
できるような（即ち、車両１０を急減速させるような）大きな減速は要求されないからで
ある。一方、本制動では、衝突を回避できるような大きな減速が要求される。
【００１９】
　図１に戻り、制動力増加部２２３は、ブレーキペダルセンサ１３０の検出結果（即ち、
車両１０の運転者によるブレーキ操作）に応じて、予備制動で付与される制動力を増加さ
せる制御を実行する。具体的には、制動力増加部２２３は、予備制動が実行されている期
間にブレーキ操作が検出された場合、ブレーキ操作（言い換えれば、ブレーキペダルの踏
量）に応じた制動力を、予備制動で付与される制動力に加算する。よって、予備制動期間
中にブレーキ操作があった場合には、ブレーキ操作がなかった場合と比べると、大きな制
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動力が付与されることになる。このような制御によれば、ブレーキペダルを操作している
にもかかわらず、車両１０が減速されない（即ち、もともとの予備制動要求に応じた比較
的小さい制動力しか付与されない）という状況を回避することができる。制動力増加部２
２３は、後述する付記における「制動力増加手段」の一具体例である。
【００２０】
　制動力調整部２２４は、制動力増加部２２３によって予備制動の制動力が増加された結
果、予備制動の制動力が本制動の制動力よりも大きくなってしまった場合に、予備制動か
ら本制動に遷移する際に付与される制動力を調整する制御を実行する。制動力調整部２２
４の具体的な動作（即ち、具体的な制動力の調整方法）については、後に詳しく説明する
。制動力調整部２２４は、後述する付記における「制動力調整手段」の一具体例である。
【００２１】
　ブレーキ制御部３００は、例えばブレーキアクチュエータを含んで構成されており、制
動制御部２２０からの出力（即ち、本制動及び予備制動で要求される減速度）に応じて、
車両１０に制動力を発生させる。
【００２２】
　＜制動制御における問題点＞
　次に、予備制動から本制動への切り替え時に発生し得る問題点について、図３を参照し
て説明する。図３は、予備制動から本制動に切り替わる際に発生し得る減速抜けを示すグ
ラフである。
【００２３】
　図３に示すように、予備制動では、もともとの予備制動要求に、車両１０の運転者のブ
レーキ操作に応じた減速要求（図中の「ドライバ制動要求」）が加算された値が、実際に
車両１０に要求される最終的な減速要求（図中の「ブレーキ最終要求」）となる。つまり
、予備制動は、ブレーキ操作に応じて減速要求（言い換えれば、付与する制動力）が加算
される“加算仕様”である。
【００２４】
　一方、本制動では、車両１０の運転者のブレーキ操作に応じて、実際の車両１０に要求
される最終的な減速要求は変化せず、車両１０を十分に減速させることが可能な一定の制
動力が付与される。本制動要求は、所定の減速度を実現するために予め設定されたもので
あり、その時の車速等に応じて変化する必要はない。なお、図に示す例では、本制動要求
がそのままブレーキ最終要求として採用されているが、本制動要求よりもドライバ制動要
求が大きい場合には、ドライバ制動要求がブレーキ最終要求として採用される。このよう
に、本制動は、本制動要求及びドライバ制動要求のいずれか大きい方を選択的に用いる“
Ｍａｘセレクト仕様”である。
【００２５】
　上述したように、予備制動が“加算仕様”、本制動が“Ｍａｘセレクト仕様”という相
異なる仕様となっていることで、本来であれば本制動の制動力よりも小さいはずである予
備制動の制動力が、本制動の制動力よりも大きくなってしまうことがある。より具体的に
は、運転者のブレーキ操作に応じたドライバ制動要求が、予備制動要求と本制動要求との
差分よりも大きな値となってしまうと、予備制動におけるブレーキ最終要求が、本制動に
おけるブレーキ最終要求よりも大きくなってしまう可能性がある。
【００２６】
　予備制動におけるブレーキ最終要求が、本制動におけるブレーキ最終要求よりも大きく
なる場合、何らの対策も採らなければ、予備制動から本制動への切り替え時には、図３に
示すように減速度（言い換えれば、制動力）が急激に小さくなる。すると、車両１０の衝
突を回避すべき状況において減速度が小さくなることになり、車両１０の運転者に対して
減速抜けを感じさせてしまう。第１実施形態に係る運転支援装置２００は、このような減
速抜けの発生を抑制するために、後述する動作を実行する。
【００２７】
　＜動作説明＞
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　第１実施形態に係る運転支援装置２００の動作の流れについて、図４を参照して説明す
る。図４は、第１実施形態に係る運転支援装置の動作の流れを示すフローチャートである
。
【００２８】
　図４に示すように、第１実施形態に係る運転支援装置２００の動作時には、まず衝突可
能性判定部２１０が、車両１０と障害物との衝突可能性を判定する（ステップＳ１０１）
。衝突可能性判定部２１０の判定結果は、制動制御部２２０に出力される。
【００２９】
　続いて、予備制動実行部２２２が、衝突可能性判定部２１０で判定された衝突可能性が
予備制動の作動閾値を超えているか否かを判定する（ステップＳ１０２）。予備制動の作
動閾値は、後に本制動（即ち、車両１０の衝突を回避するための制御）を実行すべき状況
になる可能性があると判断できる程度に、衝突可能性が高まっていることを判定するため
の閾値として設定されている。予備制動の作動閾値を超えていない場合（ステップＳ１０
２：ＮＯ）、現時点で予備制動を実行する必要はないと判断され、以降の処理は省略され
る。この場合、所定期間後にステップＳ１０１の処理が再開されてもよい。
【００３０】
　一方、衝突可能性が予備制動の作動閾値を超えている場合（ステップＳ１０２：ＹＥＳ
）、予備制動実行部２２２は、予備制動で付与する制動力を決定する（ステップＳ１０３
）。この時、車両１０の運転者によるブレーキ操作が行われている場合には、制動力増加
部２２３が、予備制動要求にドライバ制動要求を加算する。即ち、ブレーキ操作に応じて
、予備制動で付与される制動力を増加させる。その後、予備制動実行部２２２は、決定さ
れた制動力が車両１０に付与されるように、ブレーキ制御部３００に制御内容を出力する
（ステップＳ１０４）。
【００３１】
　続いて、本制動実行部２２１が、衝突可能性判定部２１０で判定された衝突可能性が本
制動の作動閾値を超えているか否かを判定する（ステップＳ１０５）。なお、本制動の作
動閾値は、衝突を回避するための減速を実行すべき状況であるか否かを判定するための閾
値であり、予備制動の作動閾値よりも高い値として設定されている。衝突可能性が本制動
の作動閾値を超えていない場合（ステップＳ１０５：ＮＯ）、現時点で本制動を実行する
必要はないと判断され、ステップＳ１０１からの処理が繰り返される。よって、衝突可能
性が予備制動の作動閾値を超えている一方で、本制動の作動閾値は超えていない状況では
、予備制動が実行され続けることになる。なお、予備制動中に、それまで行われていたブ
レーキ操作が中止されたり、新たに開始されたりした場合には、その都度、予備制動の制
動力も変化する。
【００３２】
　一方、衝突可能性が本制動の作動閾値を超えている場合（ステップＳ１０５：ＹＥＳ）
、制動力調整部２２４が、予備制動の制動力が本制動の制動力より大きくなっているか否
かを判定する（ステップＳ１０６）。即ち、制動力調整部２２４は、運転者のブレーキ操
作によって予備制動の制動力が増加されたことにより、現在の予備制動で付与されている
制動力が、この後の本制動で付与されるべき制動力を超えてしまっているか否かを判定す
る。なお、ステップＳ１０６の比較に用いられる予備制動の制動力及び本制動の制動力は
、後述する付記における「予備制動制御の終了時点で付与される制動力」及び「制動制御
の開始時点で付与される制動力」の一具体例である。
【００３３】
　予備制動の制動力が本制動の制動力よりも大きいと判定された場合（ステップＳ１０６
：ＹＥＳ）、本制動実行部２２１は、本制動の制動力を示す本制動要求を出力する。この
時、制動力調整部２２４は、現在の予備制動で付与されている制動力を本制動の制動力に
近づけるために、現在付与されている制動力を徐々に減少させる制御を実行する（ステッ
プＳ１０７）。なお、ここでの「所定値」は、車両１０の運転者が減速抜けを感じない程
度に小さい値であり、事前のシミュレーション等によって予め最適な値が設定されている
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。
【００３４】
　制動力が徐々に減少された結果、最終的には、現在の制動力と本制動の制動力が一致す
る。その時点で制動力を減少させる制御は中止され、その後は本制動の制動力が付与され
る（ステップＳ１０８）。なお、予備制動の制動力が本制動の制動力よりも大きくないと
判定された場合（ステップＳ１０６：ＮＯ）、上述した制動力を徐々に減少させる制御は
省略され、最初から本制動の制動力が付与される（ステップＳ１０８）。
【００３５】
　＜技術的効果＞
　次に、第１実施形態に係る運転支援装置２００によって得られる技術的効果について、
図５を参照して具体的に説明する。図５は、第１実施形態に係る運転支援装置による制動
力調整動作を示すグラフである。
【００３６】
　図５に示すように、第１実施形態に係る運転支援装置２００によれば、予備制動の制動
力が本制動の制動力より大きくなっている場合に、予備制動から本制動への切り替え時に
おいて、制動力が徐々に減少するように制御される。言い換えれば、予備制動の制動力か
ら本制動の制動力へと瞬間的に切り替わるのではなく、ある程度の時間をかけて、ゆっく
りと制動力が減少するように制御される。
【００３７】
　このような制御によれば、予備制動から本制動への切り替え時に、車両１０に付与され
ている制動力が急激に低下することを回避できる。従って、車両１０の運転者が減速抜け
（図３参照）を感じてしまうことを防止することができる。
【００３８】
　＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態に係る運転支援装置２００について、図６及び図７を参照して説明
する。なお、第２実施形態は、すでに説明した第１実施形態と比べて一部の動作が異なる
のみであり、その他の部分については概ね同様である。このため、以下では第１実施形態
と異なる部分について詳細に説明し、重複する部分については適宜説明を省略するものと
する。
【００３９】
　＜動作説明＞
　第２実施形態に係る運転支援装置２００の動作の流れについて、図６を参照して説明す
る。図６は、第２実施形態に係る運転支援装置の動作の流れを示すフローチャートである
。なお、図６では、図４で示した第１実施形態と同様の処理に同一の参照符号を付してい
る。
【００４０】
　図６に示すように、第２実施形態に係る運転支援装置２００の動作時には、第１実施形
態と同様にステップＳ１０１からＳ１０６の処理が実行される。第２実施形態では特に、
予備制動の制動力が本制動の制動力よりも大きいと判定された場合（ステップＳ１０６：
ＹＥＳ）、制動力調整部２２４が、本制動の制動力（即ち、本制動要求）を増加させる制
御を実行する（ステップＳ２０７）。具体的には、制動力調整部２２４は、本制動の制動
力が、直前の予備制動の制動力以上になるように本制動要求を増加させる。
【００４１】
　その後、予備制動から本制動への切り替えが実行され、車両１０には増加された本制動
の制動力が付与される（ステップＳ１０８）。なお、予備制動の制動力が本制動の制動力
よりも大きくないと判定された場合（ステップＳ１０６：ＮＯ）、上述した本制動の制動
力を増加させる制御は省略され、予め設定された本制動要求に応じた制動力が付与される
（ステップＳ１０８）。
【００４２】
　＜技術的効果＞
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　次に、第２実施形態に係る運転支援装置２００によって得られる技術的効果について、
図７を参照して具体的に説明する。図７は、第２実施形態に係る運転支援装置による制動
力調整動作を示すグラフである。
【００４３】
　図７に示すように、第２実施形態に係る運転支援装置２００によれば、予備制動の制動
力が本制動の制動力より大きくなっている場合に、本制動の制動力が予備制動の制動力以
上になるように増加される。よって、ブレーキ操作によって予備制動の制動力が増加され
た場合でも、実際に本制動で付与される制動力は、直前まで予備制動で付与されていた制
動力以上になる。
【００４４】
　このような制御によれば、予備制動から本制動への切り替え時に、車両１０に付与され
ている制動力が急激に低下することを回避できる。従って、車両１０の運転者が減速抜け
（図３参照）を感じてしまうことを防止することができる。
【００４５】
　なお、本制動の制動力を増加させる制御に代えて、予備制動の制動力を減少させる制御
を行った場合でも、結果的には本制動の開始時点での制動力が予備制動の終了時点での制
動力以上になり、同様の効果が得られるように思われる。しかしながら、予備制動の制動
力を意図的に小さくするように制御してしまうと、運転者のブレーキ操作に応じた制動力
の加算量が小さくなってしまう。すると、予備制動期間にブレーキ操作をしているにもか
かわらず、予備制動要求にドライバ制動要求が加算されない（加算される制動力が不足し
てしまう）という状況が発生する。この結果、運転者に対して、ブレーキ操作に応じたレ
スポンスがないことに起因する違和感を与えてしまうことになる。つまり、予備制動から
本制動への切り替え時の減速抜けを抑制できたとしても、予備制動の時点で違和感を与え
てしまうおそれがある。
【００４６】
　これに対し、第２実施形態に係る運転支援装置２００によれば、予備制動の時点での違
和感を発生させることなく、予備制動から本制動への切り替え時の減速抜けを抑制するこ
とができる。
【００４７】
　＜付記＞
　以上説明した実施形態から導き出される発明の各種態様を以下に説明する。
【００４８】
　（付記１）
　付記１に記載の運転支援装置は、自車両と障害物との衝突可能性を判定する判定手段と
、前記衝突可能性に基づいて、（ｉ）前記自車両と前記障害物との衝突を回避するための
制動力を前記自車両に付与する制動制御、及び（ｉｉ）前記制動制御が実行されることを
、前記自車両の運転者及び前記自車両周辺の他車両の運転者の少なくとも一方に認識させ
るための制動力を、前記制動制御に先立って前記自車両に付与する予備制動制御を実行す
る制動制御手段とを備える運転支援装置であって、前記制動制御手段は、前記予備制動制
御の実行中に、前記自車両の運転者によるブレーキ操作があった場合に、前記予備制動制
御で付与される制動力を、前記ブレーキ操作に応じて増加させる制動力増加手段と、前記
制動力増加手段によって前記予備制動制御で付与される制動力が増加された結果、前記予
備制動制御の終了時点で付与される制動力が、前記制動制御の開始時点で付与される制動
力よりも大きくなった場合に、（ｉ）前記予備制動制御から前記制動制御に遷移する際に
付与される制動力を、単位時間あたりの変化量が所定値よりも小さくなるようにしつつ、
前記制動制御の開始時点で付与される制動力に近づけるべく調整する、又は（ｉｉ）前記
制動制御の開始時点で付与される制動力を、前記予備制動制御の終了時点で付与される制
動力以上になるように調整する制動力調整手段とを備える。
【００４９】
　付記１に記載の運転支援装置によれば、運転者によるブレーキ操作によって、予備制動
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制御で付与される制動力が、制動制御で付与される制動力よりも大きくなってしまった場
合でも、予備制動制御から制動制御への切り替え時に発生する減速抜けを抑制することが
できる。具体的には、予備制動制御から制動制御に遷移する際に付与される制動力の単位
時間あたりの変化量が所定値よりも小さくなるように調整すれば、短期間で急激に制動力
が減少してしまうことを防止できる。他方、制動制御の開始時点で付与される制動力を、
予備制動制御の終了時点で付与される制動力以上になるように調整すれば、予備制動制御
から制動制御に遷移する際に制動力が減少してしまうことを防止できる。よって、予備制
動制御の制動力が大きく増加された状況においても、運転者が減速抜けを感じることはな
い。
【００５０】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
を伴う運転支援装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　車両
　１１０　車内センサ
　１２０　車外センサ
　１３０　ブレーキペダルセンサ
　２００　運転支援装置
　２１０　衝突可能性判定部
　２２０　制動制御部
　２２１　本制動実行部
　２２２　予備制動実行部
　２２３　制動力増加部
　２２４　制動力調整部
　３００　ブレーキ制御部
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【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】
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